
第

六

百

六

十

三

号

令

和

八

年

二

月

二

十

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

五
七
ペ
ー
ジ

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

五
八

○
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

五
九

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(
同

)

五
九

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(
同

)

六
〇

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

六
〇

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

六
〇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定

(

選
挙
管
理
委
員
会)
六
一

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
名
称
等
の
変
更

(

同

)

六
一

規

則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
三
号

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則(

令
和
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十

四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中｢

及
び
第
十
四
号｣

を｢

、
第
十
四
号｣

に
改
め
、｢

第
十
六
号
ま
で｣

の
下
に

｢

、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号｣

を
加
え
、
同
項
第
九
号
中｢

保
健
指
導(

次
項
第
七
号｣

を｢

保
健

指
導(

次
項
第
四
号｣

に
、｢

健
康
診
査(

次
項
第
七
号｣

を｢

健
康
診
査(

同
号｣

に
改
め
、
同
項

第
十
五
号
中｢

次
項
第
三
号
イ
及
び
ハ｣

を｢

第
十
九
号
イ
及
び
ハ｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
四
号
を

加
え
る
。

十
七

生
後
一
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
会
計
年
度
任
用
職
員(

男
子
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に

あ
っ
て
は
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
の
親(

当
該
子
に
つ
い
て
民
法(

明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
号)

第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て

家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者(

当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場

合
に
限
る
。)

で
あ
っ
て
当
該
子
を
現
に
監
護
す
る
も
の
又
は
児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
を
委
託
さ
れ
て
い
る
同

法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親(

以
下｢

養
子
縁
組
里
親｣

と
い
う
。)

で

あ
る
者
若
し
く
は
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
者(

同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
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規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
委
託
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
に
限
る
。)

を
含
む
。)

が
そ
の
子
を
養
育
で
き
る
場
合
を
除
く
。)

が
、
そ
の

子
の
保
育
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
授
乳
等
を
行
う
場
合

労
働
基
準
法(

昭
和
二
十
二
年

法
律
第
四
十
九
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
時
間

十
八

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子(

配
偶
者
の
子
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
そ
の
子
の
看
護
等

(

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
、
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な

も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
そ
の
子
の
世
話
若
し
く
は
学
校
保
健
安
全
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律

第
五
十
六
号)

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
知
事

が
定
め
る
事
由
に
伴
う
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
そ
の
子
の
教
育
若
し
く
は
保
育
に
係
る

行
事
の
う
ち
知
事
が
定
め
る
も
の
へ
の
参
加
を
す
る
こ
と
を
い
う
。)

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
会
計
年
度
に
お
い
て
五
日(

そ
の
養
育
す
る
九
歳
に
達

す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

十
日)

(

勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
、
知
事
が
定
め
る
時
間)
の
範
囲
内
の
期
間

十
九

次
に
掲
げ
る
者(

ハ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も

の
に
限
る
。)

で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営

む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の(

以
下
こ
の
号
並
び
に
次
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て｢

要
介
護

者｣

と
い
う
。)

の
介
護
そ
の
他
の
知
事
が
定
め
る
世
話
を
行
う
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
当
該

世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
会
計
年
度
に
お
い

て
五
日(

要
介
護
者
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日)

(

勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の

時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
、
知

事
が
定
め
る
時
間)

の
範
囲
内
の
期
間

イ

配
偶
者(

届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

、
父
母
、
子
及
び
配
偶
者
の
父
母

ロ

祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹

ハ

会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
配
偶
者
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
父
母
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
者
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
子
と
同
様
の
関
係
に
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
者
で
知
事
が
定
め
る
も
の

二
十

会
計
年
度
任
用
職
員
が
骨
髄
移
植
の
た
め
の
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
し
ょ
う
血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
の

末
梢
血
幹
細
胞
の
提
供
希
望
者
と
し
て
そ
の
登
録
を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
登
録
の
申
出
を
行
い
、

又
は
配
偶
者
、
父
母
、
子
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者
に
、
骨
髄
移
植
の
た
め
骨
髄
若
し
く
は
末
梢

血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
末
梢
血
幹
細
胞
を
提
供
す
る
場
合
で
、
当
該
申
出
又
は
提
供
に
伴
い
必
要

な
検
査
、
入
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

そ
の
都
度

必
要
と
認
め
る
日
又
は
時
間

第
十
条
第
二
項
中｢

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で｣

を｢

第
一
号
及
び
第
二
号｣

に
改
め
、
同
項
中
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
を
第
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰

り
上
げ
、
同
項
第
八
号
中｢

又
は｣

を｢

若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤(

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法(

昭

和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。)

に
よ
る
負
傷
若
し

く
は｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
九
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
七
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

医
療
法
人
社
団
恵

和
会

海
津
市
南
濃
町
駒
野

字
寺
西
四
六
九
―
一

ひ
ば
り
ク
リ
ニ
ッ

ク
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

海
津
市
南
濃
町
駒
野

字
寺
西
四
六
九
―
一

令
和�･�･�
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一
般
社
団
法
人
健

康
支
援
デ
ィ
ア
ス

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋

四
丁
目
一
四
一
―
二

Ｆ
ｏ
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ

Ｍ
Ⅱ
Ｂ
棟

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
サ
ロ
ン
Ｒ

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋

四
丁
目
一
四
一
―
二

Ｆ
ｏ
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ

Ｍ
Ⅱ
Ｂ
棟

令
和�･�･�

岐
阜
県
告
示
第
七
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

岐
阜
県
告
示
第
七
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

廃

止

年

月

日

土

岐

市

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口

二
一
〇
一
番
地

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

土
岐
市
老
人
保
健
施
設
や
す
ら

ぎ

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口

七
〇
三
番
地
の
二
四

令
和

八
・

一
・
三
一

同

同

短
期
入
所

療
養
介
護

同

同

同

同

同

介
護
老
人

保
健
施
設

同

同

同

同

同

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

同

同

同

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連

合
会

岐
阜
市
宇
佐
南
四
丁
目
一

三
番
一
号

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
ゆ

み

瑞
浪
市
土
岐
町
七
六
番
地

一

令
和

八
・

一
・
三
一

同

同

介
護
予
防

訪
問
看
護

同

同

同

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連

合
会

岐
阜
市
宇
佐
南
四
丁
目
一

三
番
一
号

居
宅
介
護

支
援

東
濃
中
部
医
療
セ
ン
タ
ー

東

濃
厚
生
病
院
居
宅
介
護
支
援
事

業
所

瑞
浪
市
土
岐
町
七
六
番
地

一

令
和

八
・

一
・
三
一



一
般
国
道

道
路
の
種
類

三
百
六
十

号 路
線
名

大
野
郡
白
川
村
大
字
荻
町
字

木
山
一
八
四
六
番
一
地
先
か

ら同

郡
同

村
大
字
同

字

同

一
八
三
九
番
一
地
先
ま

で
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

岐
阜
県
告
示
第
七
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

氏

名

施
術
所
等
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地
又
は
施
術
者
の
住
所

指

定

年
月
日

中

村

英

幹

Ｂ
ｏ
ｄ
ｙ

Ｒ
ｏ
ｏ

ｔ
ｓ
整
骨
院

本
巣

真
正
院

本
巣
市
政
田
一
三
八
〇
―
一

令
和�･��･��

岐
阜
県
告
示
第
七
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
七
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

変

更

年

月

日

株
式
会
社
ウ
ィ
ー
ズ

新

大
阪
府�
木
市
西
駅

前
町
十
三
番
二
五
号

旧

埼
玉
県
北�
飾
郡
松

伏
町
築
比
地
七
九
五

番
地
―
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

ア
ピ
ス
薬
局
み
ず
ほ
店

瑞
穂
市
本
田
五
五
六
―
一

―
一

令
和

七
・

六
・

一

同

同同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同



海
津
市

市
町
村
名

一
般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
五
十

七
号

路
線
名

海
津
市
海
津
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー農
事
研
修
室

視
聴
覚
室
２

会
議
室

施
設

の
名

称

下
呂
市
馬
瀬
数
河
字
下�
口
九
四

番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
数
河
垣
内
二

六
九
番
三
地
先
ま
で

区

間

海
津
市
海
津
町
高
須
585番

地
１ 所

在
地

���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

90人
42人
12人

収
容
人
員

令
和�･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組

合
連
合
会
公
立
東
濃
中

部
医
療
セ
ン
タ
ー

施
設
の
名
称

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
公
立

東
濃
中
部
医
療
セ
ン
タ
ー

変
更

後

土
岐
市
肥
田
町
浅
野
1078―

20
0

変
更

後

岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
東
濃
中

部
医
療
セ
ン
タ
ー
土
岐
市
立
総
合
病
院

変
更

前

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
703―

24

変
更

前

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

指
定
し
た
施
設

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
名
称
及
び

所
在
地
の
変
更
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

名
称
の
変
更

所
在
地
の
変
更
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令
和
八
年
二
月
二
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


